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交通 回覧
防犯交通安全だより

令和４年度 №１

高齢者の運転免許の更新制度が変わります
令和４年

5月13日から

変更の概要

75歳以上の方が免許更新しようとする際の認知機能検査と高齢者講習の内容が
変更となりました。
また、運転技能検査が新設となりました。

変更後のフロー
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高齢者講習

① 講義

② 運転適性検査

③ 実車指導
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内容変更

（※1） 運転技能検査の対象となる11の違反行為とは
①信号無視 ②通行区分違反 ③車両通行帯違反等 ④速度超過 ⑤横断等禁止違反
⑥踏切不停止等・遮断踏切立入り ⑦交差点右左折方法違反等 ⑧交差点安全進行義
務違反等 ⑨横断歩行者等妨害 ⑩安全運転義務違反 ⑪携帯電話使用等

（※2） 普通自動車対応免許以外の免許とは
原付、二輪、大特、小特

検査の種類が4種類
から2種類に変更

講習所要時間が3時
間から2時間に変更

内容変更

富士市からのお知らせ
令和３年中の市内の交通事故状況についてまとめた「令和4年版交通のあらまし」
を市ウェブサイトに掲載いたしました。
右記のＱＲコードまたは下記アドレスからアクセスできます。

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0202/rn2ola000003t7m3.html

運転技能検査
（繰り返し受験可能）

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/safety/c0202/rn2ola000003t7m3.html

